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令和７年度１２月補正予算案 

 

１ 予算の規模  

一般会計の１２月補正予算額             ３３億円 

この結果、一般会計の予算現計           ５，１３９億円 
                                               （対前年度比 5.8％減） 

 

 

２ 予算の概要 

① 人事委員会勧告を踏まえた職員給与費の増額     ３２億円 

・月例給     平均 ３．００％ 引上げ 

・期末勤勉手当      ０．０５月 引上げ 

・教員の処遇改善   

② その他の事業                   ０．４億円 

 

 
 

（単位：百万円）

（Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ） （Ａ／Ｂ）

会計区分

７　年　度
６年度

１２月現計
増減 対前年度

伸 び 率既決予算 １２月補正 現計予算

▲1,241 98.2%

一般会計 510,639 3,213 513,852 545,217 ▲31,365

327 48,900 47,245 1,655

94.2%

特別会計 69,557 69,557 70,798

103.5%

計 628,769 3,540 632,309 663,260 ▲30,951 95.3%

企業会計 48,573
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１　人事委員会勧告を踏まえた職員給与費の増額

3,174,467

[115,044,846]

２　その他の事業

県制度融資による資金繰り支援 制度改正

[29,785,124]

100

[－]

ふくいの木にチェンジ！需給拡大事業 14,783

[4,394]

予 算 額
［７年度９月現計］

（単位：千円）

　人事委員会の給与等に関する勧告を受け、職員給与の改定を実施します。
　　　月例給の引上げ
　　　　　平均＋３．００％
　　　期末・勤勉手当の引上げ
　　　　　管理職・一般職員　年間４．６０月→４．６５月（＋０．０５月）
　　　　　知事・副知事等　　年間３．４５月→３．５０月（＋０．０５月）
　　　教職調整額の引上げ
　　　　　給料月額の４％→５％（令和１３年までに段階的に１０％に引上げ）

（産業労働部経営改革課）

　物価高騰や米国関税の影響を受ける中小企業の資金需要に対応するため、経営安定資金
（米国関税対策分および原材料・原油価格高騰対策分）の融資期間を延長します。
　　事業内容　経営安定資金（米国関税対策分および原材料・原油価格高騰対策分）の融
　　　　　　　資期間の延長（最長７年から１０年に変更）

米の需給および価格の安定に向けた斑点米カメムシ類臨時特例対策事業

（農林水産部福井米戦略課）

　本年の高温の影響による斑点米カメムシ類の多発を受け、生産者が追加防除に要した経
費を支援します。
　　事業内容　斑点米カメムシ類に対する追加防除に係る費用に対する支援
　　補 助 率　１０ａあたり１，０００円（定額）
　　財　　源　持続的生産強化対策事業補助金（国１０／１０）

（農林水産部県産材活用課）

　県産材の増産対応および作業の効率化を図るため、県産材流通の重要拠点である木材市
場に対し自然災害等に準ずる事故による機械の更新を支援し、県産材の安定供給体制を確
保します。
　　事 業 内 容　木材市場における機械購入に対する支援
　　補 助 対 象　県内木材市場を運営する団体
　　補　助　率　県１／２
　　補助上限額　１，５００万円
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土地改良区育成強化対策事業 9,700

[6,000]

恐竜博物館敷地使用料 14,477

[65,005]

中小企業産業大学校大規模修繕事業 －

〈12,980〉 

[11,669]

（交流文化部誘客推進課）

　勝山市都市公園条例および勝山市都市公園条例施行規則に基づき納付する恐竜博物館敷
地使用料について、便益施設（ミュージアムショップおよびレストラン）の収入額増加に
伴い増額します。
　　事業内容　便益施設の収入額のうち５％を勝山市に納付

（産業労働部労働政策課）

〈債務負担行為〉

　中小企業産業大学校の設備を修繕し、利用者の安全性を確保します。
　　事業内容　非常用発電機の更新

（農林水産部農村振興課）

　農業水利施設等の保全体制の確立および土地改良区の運営基盤強化を図るため、連携管
理保全計画（水土里ビジョン）の策定に要する経費を支援します。
　　事業内容　連携管理保全計画（水土里ビジョン）の策定支援
　　補 助 率　国１０／１０
　　事業主体　土地改良区
　　財　　源　土地改良融資事業等指導監督費補助金（国１０/１０）

-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



―

-8-


